








※内部改修実施計画を進めるに当たり、必要面積に不足が生じた場合には、

　他の庁舎へ移動することは可能とする。

３－（４）本庁舎内改修計画
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延焼のおそれのある範囲を示す

H12 告示 1436 号第４号ハの (1)

( 準不燃材料仕上＋防火設備 区画の室 )

H12 告示 1436 号第４号ハの (2)

(100 ㎡以下で防煙壁区画の室 )

H12 告示 1436 号第４号ハの (3)

(100 ㎡以内の準耐火構造、防火設備＋準不燃材料仕上 区画の居室 )
H12 告示 1436 号第４号ハの (4)

(100 ㎡以下 下地仕上とも不燃 区画の居室 )

凡例

令 126 条の 2 条 1 項 3 号により排煙設備免除

排煙区画ライン

面積区画ライン（竪穴区画を兼ねる）
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３－（９）　防災計画

（２）排煙設備及び排煙区画について

　廊下等の「室」については、排煙区画を100㎡以内でかつ「居室」と区画を行い、排

煙設備設置不要な計画とします。

　執務室、会議室等の「居室」については、排煙区画を500㎡以内に行い、自然排煙設

備（床面積の1/50以上の排煙上有効な開口））にて排煙を行える計画とします。

 

（３）防火区画について

　①竪穴区画

　竪穴区画は、面積区画と兼ねることのできる特定防火設備で区画する計画とします。

　②面積区画

　昇降部分（階段、EV）を除く各階で防火区画を行う計画します。

　既存の防火扉やシャッターは撤去し、防火扉やシャッターを新設するものとし、既存

EVの出入口には、特定防火設備のシートシャッターを新設します。

　外壁側は、上下階の延焼防止として、900以上の耐火構造の壁を確保します。

α. 防災計画

①火災対策

②地震対策

③水害対策

○火災発生防止

○火災の早期発見

○延焼防止

○消火設備

・構造の耐火性

・自動火災報知設備の設置

・熱感知器・煙感知器等

・防火区画

・内装の不燃化

・ 消火器設備の設置

   ○構造上の耐震性能向上

○設備の耐震対策

○建築計画

・構造計画上、安全係数を高めた

   計画（重要度係数 1.25）

・設備機器転倒防止

・家具類の固定

・建物への浸水防止

本施設は、不特定多数の人が同時にかつ大人数で利用するため、その防災計画には

単に法的規制を満足させるだけでなく、公共施設としてより高い安全性の確保と幅

広い対応を行う計画とします。

防災計画は、

ア . 防災（災害を未然に防止し、万一の場合、その被害を最小限にとどめる）、

イ . 避難（万一被害を受けた場合、地上又は、安全な場所へ一早く安全に到達させ

る）で構成する。

計画は、建築基準法・消防法等の関係法令並びに管理・運営上の運用計画から成る。

（１）防災計画の基本的な考え方
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